
「
農
用
地
利
用
配
分
計
画
」
の
認
可
に
つ
い
て

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
元
年
八
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

株
式
会
社
小
林

岡
山
市
南
区

岡
山
市
南
区
西
七
区
六
八
六
他
十
一
筆

フ
ァ
ー
ム

内
海

凌

赤
磐
市

赤
磐
市
中
島
字
間
之
丁
五
九－

一
他
二
筆

ク
ラ
カ
ア
グ
リ

倉
敷
市

倉
敷
市
真
備
町
市
場
字
六
明
七
一－

一
他
二
十

株
式
会
社

六
筆

大
塚

伸
一

井
原
市

井
原
市
東
江
原
町
字
壱
町
田
二
八
二
六－

一

山
田

徹

高
梁
市

高
梁
市
備
中
町
西
油
野
字
風
呂
ノ
奥
一
八
七－

五
他
四
筆

小
郷

通
直

新
見
市

新
見
市
哲
西
町
大
野
部
字
大
サ
コ
田
二
四
七－

一
他
四
筆

山
本

基
晴

浅
口
市

浅
口
市
鴨
方
町
本
庄
字
出
水
六
七
九－

一

株
式
会
社
Ｎ
Ｋ

倉
敷
市

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
久
々
原
八
四
四－

一
他

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

二
筆

片
山

修
二

浅
口
郡
里
庄
町

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
字
図
里
八
九
六
八－

一

ク
ラ
カ
ア
グ
リ

倉
敷
市

小
田
郡
矢
掛
町
小
田
字
小
寺
前
四
二
三
他
二
筆

株
式
会
社

農
事
組
合
法
人

津
山
市

苫
田
郡
鏡
野
町
下
原
字
風
呂
屋
峪
九
一
六－

一



こ
や
ま
農
産

有
限
会
社
岡
山

岡
山
市
北
区

久
米
郡
久
米
南
町
南
庄
字
宮
の
前
三
七
二
〇
他

県
農
商

一
筆

山
田

一

久
米
郡
美
咲
町

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
字
岡
一
八
九
四

谷
本

和
巳

久
米
郡
美
咲
町

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
上
字
下
組
二
二
九
二

二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
七
日

三

申
請
年
月
日

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日


